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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内の流体を吸引する吸引機能と前記被検体内に流体を供給する供給機能とを有す
る体外装置と、
　前記被検体内に挿入可能な挿入部を有する挿入装置と、
　前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記体外装置から前記被検体内へ流体
を供給するための流路である第１の流路の一部分を形成する第１の管路と、
　前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記被検体内から前記体外装置へ流体
を吸引するための流路である第２の流路の一部分を形成する第２の管路と、
　前記挿入装置の前記第１の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第１
の流路の他の部分を形成する第１の配管部材と、
　前記挿入装置の前記第２の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第２
の流路の他の部分を形成する第２の配管部材と、
　を有するシステムにおける配管接続構造であって、
　前記第１の管路と前記第１の配管部材とを連通させて接続するための管路である第１の
連通路と、前記第２の管路と前記第２の配管部材とを連通させて接続するための管路であ
る第２の連通路と、前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が維持されている場合
に前記第１の連通路を開放するとともに、前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続
が解除されている場合に前記第１の連通路を閉塞するように形成された弁部材と、を有す
るコネクタが設けられ、



(2) JP 6694323 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

　前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が、前記第２の管路と前記第２の配管部
材との接続よりも常に先に解除される
　ことを特徴とする配管接続構造。
【請求項２】
　前記第１の管路の、前記コネクタと接続するために前記挿入部から外部に突出した第１
の接続口と、
　前記第２の管路の、前記コネクタと接続するために前記挿入部から外部に突出した第２
の接続口と、
　をさらに有し、
　前記第１の接続口の前記挿入部からの突出量は、前記第２の接続口の前記挿入部からの
突出量よりも短い
　ことを特徴とする請求項１に記載の配管接続構造。
【請求項３】
　前記コネクタには、前記第１の連通路が前記弁部材により閉塞されている場合に、前記
第１の管路と前記第１の配管部材との接続が解除されていることを報知することができる
ように形成された報知部が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の配管接続構造。
【請求項４】
　前記報知部は、前記コネクタの内部における前記第１の連通路の途中の所定の箇所から
分岐して前記コネクタの外部へ連通する管路である分岐路と、前記第１の連通路を介して
前記分岐路へ流入する前記流体の量に応じて振動することにより可聴音を発するように形
成された振動体と、を有して構成されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の配管接続構造。
【請求項５】
　前記報知部は、前記コネクタの内部における前記第１の連通路の途中の所定の箇所から
分岐して前記コネクタの外部へ連通する管路である分岐路と、前記第１の連通路を介して
前記分岐路へ流入する前記流体の量に応じて前記分岐路を開放または閉塞するように形成
されているとともに、前記分岐路が開放されている場合に可聴音を発するように形成され
た蓋部材と、を有して構成されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の配管接続構造。
【請求項６】
　被検体内の流体を吸引する吸引機能と被検体内に流体を供給する供給機能とを有する体
外装置と、
　前記被検体内に挿入可能な挿入部を有する挿入装置と、
　前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記体外装置から前記被検体内へ流体
を供給するための第１の流路の一部分を形成する第１の管路と、
　前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記被検体内から前記体外装置へ流体
を吸引するための第２の流路の一部分を形成する第２の管路と、
　前記挿入装置の前記第１の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第１
の流路の他の部分を形成する第１の配管部材と、
　前記挿入装置の前記第２の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第２
の流路の他の部分を形成する第２の配管部材と、
　を有するシステムにおける配管接続コネクタであって、
　前記第１の管路と前記第１の配管部材とを連通させて接続するための管路である第１の
連通路と、
　前記第２の管路と前記第２の配管部材とを連通させて接続するための管路である第２の
連通路と、
　前記第２の連通路に連通する箇所に設けられ、前記第２の管路と前記第２の配管部材と
の間において前記第２の連通路の中心軸に平行な方向に伸縮または変位することによって
、前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が解除された後に、前記第２の管路と前
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記第２の配管部材との接続を維持することが可能な中継管と、
　を有することを特徴とする配管接続コネクタ。
【請求項７】
　被検体内の流体を吸引する吸引機能と被検体内に流体を供給する供給機能とを有する体
外装置と、
　前記被検体内に挿入可能な挿入部を有する挿入装置と、
　前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記体外装置から前記被検体内へ流体
を供給するための流路である第１の流路の一部分を形成する第１の管路と、
　前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記被検体内から前記体外装置へ流体
を吸引するための流路である第２の流路の一部分を形成する第２の管路と、
　前記挿入装置の前記第１の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第１
の流路の他の部分を形成する第１の配管部材と、
　前記挿入装置の前記第２の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第２
の流路の他の部分を形成する第２の配管部材と、
　前記第１の管路と前記第１の配管部材とを接続し、前記第２の管路と前記第２の配管部
材と接続するコネクタと、
　を有し、
　前記コネクタは、
　前記第１の管路と前記第１の配管部材とを連通させて接続するための管路である第１の
連通路と、
　前記第２の管路と前記第２の配管部材とを連通させて接続するための管路である第２の
連通路と、
　前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が維持されている場合に前記第１の連通
路を開放するとともに、前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が解除されている
場合に前記第１の連通路を閉塞するように形成された弁部材と、
　を有し、
　前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が、前記第２の管路と前記第２の配管部
材との接続よりも常に先に解除されることを特徴とする医療用システム。
【請求項８】
　前記第１の管路は、前記コネクタと接続するための前記挿入部から外部に突出した第１
の接続口を有し、
　前記第２の管路は、前記コネクタと接続するための前記挿入部から外部に突出した第２
の接続口を有し、
　前記第１の接続口の前記挿入部からの突出量は、前記第２の接続口の前記挿入部からの
突出量よりも短い
　ことを特徴とする請求項７に記載の医療用システム。
【請求項９】
　前記体外装置は、前記被検体から吸引する流体の量と、前記被検体に供給する流体の量
とをほぼ同じにするための制御を行うことを特徴とする請求項７に記載の医療用システム
。
【請求項１０】
　前記挿入装置は、前記被検体内に挿入される前記挿入部を有する内視鏡であることを特
徴とする請求項７に記載の医療用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配管接続構造、配管接続コネクタ、医療用システムに関し、特に、医療機器
の配管接続構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　体腔内の患部の状態を内視鏡で観察しながら焼灼する処置が従来行われている。そして
、例えば、特許文献１には、前述の処置に利用可能と解される内視鏡装置が開示されてい
る。
【０００３】
　具体的には、特許文献１には、内視鏡の挿入部内に設けられた処置具チャンネルにレー
ザプローブを挿通させ、当該レーザプローブの先端部を当該処置具チャンネルの先端側の
処置具チャンネル開口部から突出させた状態で患部にレーザを照射することにより、当該
患部を焼灼するような構成が開示されている。
【０００４】
　また、前述の処置の最中においては、例えば、生体組織に由来する成分が患部の焼灼に
伴って気化することに起因し、内視鏡の観察視野が阻害されてしまうような状況が発生し
得る。そして、特許文献１には、前述の状況と類似する状況に対応するための構成が開示
されている。
【０００５】
　具体的には、特許文献１には、レーザ焼灼に応じて発生した煙による視野の妨げを防止
するために、内視鏡の挿入部に設けられた送気管路に接続される送気ポンプと、当該挿入
部に設けられた吸気管路に接続される吸気ポンプと、を具備する還流装置において、当該
送気ポンプが当該送気管路へ送気する際の送気量と、当該吸気ポンプが当該吸気管路から
吸気する際の吸気量と、を同一にするような構成が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示された構成によれば、例えば、送気ポンプと送気管路との間
の接続に用いられる送気チューブが送気口に接続されたまま、吸気ポンプと吸気管路との
間の接続に用いられる吸気チューブが吸気口から外れるような状況が発生した場合に、体
腔外から吸引した空気が体腔内へ供給され続けてしまう可能性がある、という問題点が存
在する。そのため、特許文献１に開示された構成によれば、体腔内外で流体を還流させつ
つ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔内へ供給され
続けることに起因し、当該患部の処置が円滑に行えなくなってしまう可能性がある。
【０００７】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、体腔内外で流体を還流させつつ
体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔内へ供給され続
けてしまうことを防止可能な配管接続構造、配管接続コネクタ、医療用システムを提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の配管接続構造は、被検体内の流体を吸引する吸引機能と前記被検体内
に流体を供給する供給機能とを有する体外装置と、前記被検体内に挿入可能な挿入部を有
する挿入装置と、前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記体外装置から前記
被検体内へ流体を供給するための流路である第１の流路の一部分を形成する第１の管路と
、前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記被検体内から前記体外装置へ流体
を吸引するための流路である第２の流路の一部分を形成する第２の管路と、前記挿入装置
の前記第１の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第１の流路の他の部
分を形成する第１の配管部材と、前記挿入装置の前記第２の管路と前記体外装置との間に
配置されるとともに、前記第２の流路の他の部分を形成する第２の配管部材と、を有する
システムにおける配管接続構造であって、前記第１の管路と前記第１の配管部材とを連通
させて接続するための管路である第１の連通路と、前記第２の管路と前記第２の配管部材
とを連通させて接続するための管路である第２の連通路と、前記第１の管路と前記第１の
配管部材との接続が維持されている場合に前記第１の連通路を開放するとともに、前記第
１の管路と前記第１の配管部材との接続が解除されている場合に前記第１の連通路を閉塞
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するように形成された弁部材と、を有するコネクタが設けられ、前記第１の管路と前記第
１の配管部材との接続が、前記第２の管路と前記第２の配管部材との接続よりも常に先に
解除される。
【０００９】
　本発明の一態様の配管接続コネクタは、被検体内の流体を吸引する吸引機能と被検体内
に流体を供給する供給機能とを有する体外装置と、前記被検体内に挿入可能な挿入部を有
する挿入装置と、前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記体外装置から前記
被検体内へ流体を供給するための第１の流路の一部分を形成する第１の管路と、前記挿入
装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記被検体内から前記体外装置へ流体を吸引する
ための第２の流路の一部分を形成する第２の管路と、前記挿入装置の前記第１の管路と前
記体外装置との間に配置されるとともに、前記第１の流路の他の部分を形成する第１の配
管部材と、前記挿入装置の前記第２の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、
前記第２の流路の他の部分を形成する第２の配管部材と、を有するシステムにおける配管
接続コネクタであって、前記第１の管路と前記第１の配管部材とを連通させて接続するた
めの管路である第１の連通路と、前記第２の管路と前記第２の配管部材とを連通させて接
続するための管路である第２の連通路と、前記第２の連通路に連通する箇所に設けられ、
前記第２の管路と前記第２の配管部材との間において前記第２の連通路の中心軸に平行な
方向に伸縮または変位することによって、前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続
が解除された後に、前記第２の管路と前記第２の配管部材との接続を維持することが可能
な中継管と、を有することを特徴とする。
　本発明の一態様の医療用システムは、被検体内の流体を吸引する吸引機能と被検体内に
流体を供給する供給機能とを有する体外装置と、前記被検体内に挿入可能な挿入部を有す
る挿入装置と、前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記体外装置から前記被
検体内へ流体を供給するための流路である第１の流路の一部分を形成する第１の管路と、
前記挿入装置の前記挿入部の内部に設けられた、前記被検体内から前記体外装置へ流体を
吸引するための流路である第２の流路の一部分を形成する第２の管路と、前記挿入装置の
前記第１の管路と前記体外装置との間に配置されるとともに、前記第１の流路の他の部分
を形成する第１の配管部材と、前記挿入装置の前記第２の管路と前記体外装置との間に配
置されるとともに、前記第２の流路の他の部分を形成する第２の配管部材と、前記第１の
管路と前記第１の配管部材とを接続し、前記第２の管路と前記第２の配管部材と接続する
コネクタと、を有し、前記コネクタは、前記第１の管路と前記第１の配管部材とを連通さ
せて接続するための管路である第１の連通路と、前記第２の管路と前記第２の配管部材と
を連通させて接続するための管路である第２の連通路と、前記第１の管路と前記第１の配
管部材との接続が維持されている場合に前記第１の連通路を開放するとともに、前記第１
の管路と前記第１の配管部材との接続が解除されている場合に前記第１の連通路を閉塞す
るように形成された弁部材と、を有し、前記第１の管路と前記第１の配管部材との接続が
、前記第２の管路と前記第２の配管部材との接続よりも常に先に解除されることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明における配管接続構造、配管接続コネクタ、医療用システムによれば、体腔内外
で流体を還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わり
に体腔内へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例に係る配管接続構造が適用される医療用システムの要部の構成を示す図。
【図２】第１の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図３】第１の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図４】第１の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図５】第１の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
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【図６】第１の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図７】第１の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図８】第２の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図９】第２の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図１０】第２の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図１１】第２の実施例の第１の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図
。
【図１２】第２の実施例の第１の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図
。
【図１３】第２の実施例の第１の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図
。
【図１４】第２の実施例の第２の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図
。
【図１５】第２の実施例の第２の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図
。
【図１６】第２の実施例の第２の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図
。
【図１７】第３の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図１８】図１７のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線断面図。
【図１９】第３の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図２０】第３の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図２１】第３の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図２２】第３の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【図２３】第３の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００１３】
（第１の実施例）
　図１から図７は、本発明の第１の実施例及び変形例に係るものである。
【００１４】
　医療用システム１０１は、図１に示すように、被検者の体腔内に挿入可能であるととも
に、当該体腔内の生体組織等の被写体を撮像して撮像信号を出力するように構成された内
視鏡２と、内視鏡２の内部に挿通配置されたライトガイド（不図示）を介して当該被写体
の観察に用いられる照明光を供給するように構成された光源装置３と、内視鏡２から出力
される撮像信号に応じた映像信号等を生成して出力するように構成されたプロセッサ４と
、プロセッサ４から出力される映像信号に応じた観察画像等を表示するように構成された
表示装置５と、還流用配管部材６と、還流装置７と、を有している。図１は、実施例に係
る配管接続構造が適用される医療用システムの要部の構成を示す図である。
【００１５】
　内視鏡２は、被検者の体腔内に挿入可能な細長形状に形成された挿入部２１と、挿入部
２１の基端側に設けられた操作部２２と、を有している。また、内視鏡２は、操作部２２
から延設されたユニバーサルケーブル２８を介し、光源装置３及びプロセッサ４のそれぞ
れに対して着脱可能な構成を具備している。
【００１６】
　具体的には、内視鏡２は、例えば、図１に示すように、ユニバーサルケーブル２８の端
部のユニバーサルコネクタ２９を介し、光源装置３に対して着脱可能に構成されている。
また、内視鏡２は、例えば、図１に示すように、ユニバーサルコネクタ２９から延設され
た信号ケーブル２９Ｂの端部のコネクタ２９Ｃを介し、プロセッサ４に対して着脱可能に
構成されている。



(7) JP 6694323 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

【００１７】
　内視鏡２は、挿入部２１の基端部２３Ｂにおいて、還流用配管部材６の一端側に設けら
れたコネクタ６１を着脱可能な構成を具備している。また、内視鏡２は、還流用配管部材
６の他端側に設けられたコネクタ６２を介し、還流装置７に対して着脱可能に構成されて
いる。
【００１８】
　挿入部２１の先端部２３Ａには、先端部２３Ａの前方に存在する被写体に対し、内視鏡
２のライトガイドを経て出射された照明光を照射するためのレンズ等を具備して構成され
た照明窓（不図示）が設けられている。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、照明窓か
らの照明光により照明された被写体の光学像を得るためのレンズ等を具備する観察窓（不
図示）が設けられている。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、観察窓により得られた
被写体の光学像を撮像することにより撮像信号を生成するとともに、内視鏡２に内蔵され
た信号線（不図示）を介し、当該生成した撮像信号をプロセッサ４へ出力するように構成
されたＣＣＤ等のイメージセンサ（不図示）が設けられている。
【００１９】
　挿入部２１の基端部２３Ｂには、細長の処置具を挿入可能な開口として形成された処置
具挿入口２４Ａが設けられている。また、挿入部２１の内部には、処置具挿入口２４Ａか
ら挿入された処置具を挿通可能な管路として形成された鉗子チャンネル２４が設けられて
いる。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、鉗子チャンネル２４の内部に挿通された処
置具を先端部２３Ａの前方へ突出させることが可能な開口として形成された処置具突出口
２４Ｂが設けられている。
【００２０】
　挿入部２１の内部には、還流装置７から還流用配管部材６を介して供給される気体を流
通可能な管路として形成された送気管路２５が設けられている。また、挿入部２１の先端
部２３Ａには、送気管路２５の内部に流通する気体を先端部２３Ａの前方へ吐出するため
の開口として形成された送気口２５Ｂが設けられている。
【００２１】
　挿入部２１の先端部２３Ａには、先端部２３Ａの周辺に存在する気体を還流装置７によ
り吸引するための開口として形成された吸気口２６Ｂが設けられている。また、挿入部２
１の内部には、吸気口２６Ｂから吸引された気体を流通可能な管路として形成された吸気
管路２６が設けられている。
【００２２】
　操作部２２は、術者等のユーザが把持して操作することが可能な形状を具備して構成さ
れている。また、操作部２２には、ユーザの入力操作に応じた指示をプロセッサ４に対し
て行うことが可能な１つ以上のスイッチを具備して構成されたスコープスイッチ２２Ａが
設けられている。
【００２３】
　光源装置３は、例えば、白色光源を具備し、当該白色光源から発せられる白色光を照明
光として供給することができるように構成されている。
【００２４】
　プロセッサ４は、コネクタ２９Ｃが接続されている際に、内視鏡２の撮像素子を駆動さ
せるための駆動信号を生成して出力するように構成されている。また、プロセッサ４は、
コネクタ２９Ｃが接続されている際に、内視鏡２の撮像素子から出力される撮像信号に対
してノイズ除去、ホワイトバランス及びガンマ補正等の信号処理を施すことにより映像信
号を生成し、当該生成した映像信号を表示装置５へ出力するように構成されている。
【００２５】
　還流用配管部材６のコネクタ６１及び６２の間には、樹脂等の可撓性を有する材料によ
り形成された送気チューブ６３が設けられている。また、還流用配管部材６のコネクタ６
１及び６２の間には、樹脂等の可撓性を有する材料により形成された吸気チューブ６４が
設けられている。
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【００２６】
　すなわち、還流用配管部材６は、挿入部２１の基端部２３Ｂに接続されるコネクタ６１
と、還流装置７に接続されるコネクタ６２と、還流装置７から供給される気体を送気管路
２５へ流通させるための送気チューブ６３と、吸気管路２６を介して吸引される気体を還
流装置７へ流通させるための吸気チューブ６４と、を有して構成されている。また、送気
チューブ６３は、被検体の体腔外において、コネクタ６１を介して送気管路２５に接続さ
れるように構成されている。また、吸気チューブ６４は、被検体の体腔外において、コネ
クタ６１を介して吸気管路２６に接続されるように構成されている。
【００２７】
　還流装置７は、コネクタ６２に対して着脱可能に構成されている。また、還流装置７は
、被検者の体腔外に配置され、当該被検者の体腔内外で気体を還流させるための吸気機能
及び送気機能を具備する装置として構成されている。具体的には、還流装置７は、例えば
、図１に示すように、ポンプ装置７１と、気液分離器７２と、エアフィルタ７３と、制御
部７４と、を有して構成されている。
【００２８】
　ポンプ装置７１は、制御部７４の制御に応じ、先端部２３Ａの周辺に存在する気体を吸
気口２６Ｂから吸気管路２６及び吸気チューブ６４を介して吸引するための動作（以降、
吸気動作とも称する）を行うとともに、送気チューブ６３を介して当該吸引した気体を送
気管路２５へ供給するための動作（以降、送気動作とも称する）を行うように構成されて
いる。
【００２９】
　気液分離器７２は、ポンプ装置７１の吸気動作に応じて吸気チューブ６４から還流装置
７に流入する気体中に含まれる液体を除去するとともに、当該液体が除去された気体をエ
アフィルタ７３へ流出させるように構成されている。
【００３０】
　エアフィルタ７３は、気液分離器７２から流入する気体をろ過してポンプ装置７１へ流
出させるように構成されている。
【００３１】
　すなわち、以上に述べた構成によれば、ポンプ装置７１の吸気動作に応じて吸気口２６
Ｂから吸引された気体が気液分離器７２及びエアフィルタ７３を経て浄化されるとともに
、当該浄化された気体がポンプ装置７１の送気動作に応じて送気管路２５へ供給される。
【００３２】
　制御部７４は、所定の単位時間毎に内視鏡２に供給する気体の量と、当該所定の単位時
間毎に内視鏡２から吸引する気体の量と、を同じまたは略同じにするための制御をポンプ
装置７１に対して行うように構成されている。換言すると、制御部７４は、所定の単位時
間毎に所定量だけ内視鏡２に気体を供給するような送気動作を行わせるための制御、及び
、当該所定の単位時間毎に当該所定量だけ内視鏡２から気体を吸引するような吸気動作を
行わせるための制御をポンプ装置７１に対して行うように構成されている。なお、制御部
７４は、送気動作及び吸気動作を交互に行わせるための制御をポンプ装置７１に対して行
うように構成されていてもよく、または、送気動作及び吸気動作を同時に行わせるための
制御をポンプ装置７１に対して行うように構成されていてもよい。
【００３３】
　すなわち、還流装置７から被検者の体腔内へ供給される気体の流路は、当該被検者の体
腔内に配置される挿入部２１に設けられた送気管路２５と、当該被検者の体腔外に配置さ
れる還流用配管部材６に設けられた送気チューブ６３と、を具備して形成されている。ま
た、被検者の体腔内から還流装置７へ吸引される気体の流路は、当該被検者の体腔内に配
置される挿入部２１に設けられた吸気管路２６と、当該被検者の体腔外に配置される還流
用配管部材６に設けられた吸気チューブ６４と、を具備して形成されている。
【００３４】
　次に、本実施例に係る内視鏡２と還流用配管部材６との接続構造の具体例について説明
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する。なお、本実施例においては、基端部２３Ｂとコネクタ６１との接続部分における接
続構造を例に挙げて説明する。
【００３５】
　基端部２３Ｂには、図２に示すように、送気管路２５をコネクタ６１に接続するための
中空筒状の送気用接続口２５Ａと、吸気管路２６をコネクタ６１に接続するための中空筒
状の吸気用接続口２６Ａと、が形成されている。図２は、第１の実施例に係る配管接続構
造の具体例を説明するための図である。
【００３６】
　送気用接続口２５Ａは、例えば、吸気用接続口２６Ａの近傍において、基端部２３Ｂの
表面に対して垂直な方向に突出長Ｌ１だけ突出して形成されている。
【００３７】
　吸気用接続口２６Ａは、例えば、送気用接続口２５Ａの近傍において、基端部２３Ｂの
表面に対して垂直な方向に突出長Ｌ２（＞Ｌ１）だけ突出して形成されている。すなわち
、吸気用接続口２６Ａは、基端部２３Ｂからの突出長が送気用接続口２５Ａよりも長くな
るように形成されている。
【００３８】
　コネクタ６１の内部には、図２に示すように、還流装置７から供給される気体が還流用
配管部材６を通過する際の出口側の端部において送気チューブ６３に連通するように形成
された管路である連通路６３Ａと、還流装置７により吸引される気体が還流用配管部材６
を通過する際の入口側の端部において吸気チューブ６４に連通するように形成された管路
である連通路６４Ａと、が設けられている。すなわち、コネクタ６１の内部には、送気管
路２５と送気チューブ６３とを連通させて接続するための管路である連通路６３Ａと、吸
気管路２６と吸気チューブ６４とを連通させて接続するための管路である連通路６４Ａと
、が設けられている。
【００３９】
　連通路６３Ａの内部におけるコネクタ６１の外部に隣接する箇所には、例えば、図２及
び図３に例示するような、ゴム等の弾性材料により形成された弁部材６５が設けられてい
る。図３は、第１の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【００４０】
　弁部材６５は、例えば、送気用接続口２５Ａの外側面に密着するように弾性変形するこ
とにより、送気用接続口２５Ａを嵌め込むことが可能な構造を具備して形成されている。
また、弁部材６５は、例えば、図２に示すように、送気用接続口２５Ａが嵌め込まれてい
ない場合に、すなわち、送気管路２５と送気チューブ６３との接続が解除されている場合
に、連通路６３Ａを閉塞するような構造を具備して形成されている。また、弁部材６５は
、例えば、図３に示すように、送気用接続口２５Ａが嵌め込まれている場合に、すなわち
、送気管路２５と送気チューブ６３との接続が維持されている場合に、連通路６３Ａを開
放するような構造を具備して形成されている。
【００４１】
　連通路６４Ａは、吸気用接続口２６Ａを嵌め込み可能な形状を具備して形成されている
。また、連通路６４Ａは、例えば、図２に示すように、吸気用接続口２６Ａが嵌め込まれ
ていない場合に、還流用配管部材６の外部に連通するような構造を具備して形成されてい
る。また、連通路６４Ａは、例えば、図３に示すように、吸気用接続口２６Ａが嵌め込ま
れている場合に、吸気管路２６を吸気チューブ６４に連通させるような構造を具備して形
成されている。
【００４２】
　すなわち、以上に述べたような接続構造によれば、送気管路２５と送気チューブ６３と
の接続が、吸気管路２６と吸気チューブ６４との接続よりも常に先に解除される。また、
以上に述べた接続構造によれば、送気管路２５と送気チューブ６３との接続が解除されて
いる場合に、還流装置７から被検者の体腔内へ供給される気体の流路が遮断される。
【００４３】
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　続いて、本実施例の作用について説明する。
【００４４】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１とを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６２
とを接続するための作業を行う。
【００４５】
　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図３に示すように、送気用接続口２５
Ａが弁部材６５に嵌め込まれ、かつ、吸気用接続口２６Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれる
ことにより、コネクタ６１と基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続される。
【００４６】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１と基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ得
る。
【００４７】
　これに対し、本実施例によれば、コネクタ６１と基端部２３Ｂとの接続部分における正
常でない接続状態の発生を鑑み、突出長Ｌ１が突出長Ｌ２よりも小さくなるように送気用
接続口２５Ａ及び２６Ａを形成することにより、弁部材６５に嵌め込まれた送気用接続口
２５Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれた吸気用接続口２６Ａよりも常に先にコネクタ６１か
ら外れるようにしている（図４参照）。また、本実施例によれば、コネクタ６１と基端部
２３Ｂとの接続部分における正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２５Ａがコ
ネクタ６１から外れた際に、還流装置７から供給される気体の流路が弁部材６５により遮
断されるようにしている（図４参照）。図４は、第１の実施例に係る配管接続構造の具体
例を説明するための図である。
【００４８】
　そのため、本実施例によれば、コネクタ６１と基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接続
状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、送気チューブ６３を介して供給
される気体を送気管路２５へ流通させないようにすることができる。従って、本実施例に
よれば、体腔内外で流体を還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が
当該流体の代わりに体腔内へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【００４９】
　なお、本実施例においては、弁部材６５の代わりに、例えば、図５及び図６に示すよう
な弁部材６６を設けてコネクタ６１を構成してもよい。このような本実施例の変形例に係
る構成等について、以下に説明する。図５及び図６は、第１の実施例の変形例に係る配管
接続構造の具体例を説明するための図である。なお、以降においては、簡単のため、既述
の構成等に関する具体的な説明を適宜省略するものとする。
【００５０】
　弁部材６６は、送気用接続口２５Ａを嵌め込むことが可能な構造を具備して形成されて
いる。また、弁部材６６には、例えば、図５及び図６に示すように、連通路６３Ａの外部
から送気チューブ６３側の方向に開く一方で、送気チューブ６３から連通路６３Ａ側の方
向には開かないように形成された蓋体ＬＭが設けられている。
【００５１】
　すなわち、弁部材６６は、例えば、図５に示すように、送気用接続口２５Ａが嵌め込ま
れていない場合に、蓋体ＬＭを開かないように維持することにより、連通路６３Ａを閉塞
するような構造を具備して形成されている。また、弁部材６６は、例えば、図６に示すよ
うに、送気用接続口２５Ａが嵌め込まれている場合に、蓋体ＬＭを開くことにより、連通
路６３Ａを開放するような構造を具備して形成されている。
【００５２】
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　続いて、本変形例の作用について説明する。
【００５３】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１とを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６２
とを接続するための作業を行う。
【００５４】
　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図６に示すように、送気用接続口２５
Ａが弁部材６６に嵌め込まれ、かつ、吸気用接続口２６Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれる
ことにより、コネクタ６１と基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続される。
【００５５】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１と基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ得
る。
【００５６】
　これに対し、本変形例によれば、コネクタ６１と基端部２３Ｂとの接続部分における正
常でない接続状態の発生を鑑み、突出長Ｌ１が突出長Ｌ２よりも小さくなるように送気用
接続口２５Ａ及び２６Ａを形成することにより、弁部材６６に嵌め込まれた送気用接続口
２５Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれた吸気用接続口２６Ａよりも常に先にコネクタ６１か
ら外れるようにしている（図７参照）。また、本変形例によれば、コネクタ６１と基端部
２３Ｂとの接続部分における正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２５Ａがコ
ネクタ６１から外れた際に、還流装置７から供給される気体の流路が弁部材６６の蓋体Ｌ
Ｍにより遮断されるようにしている（図７参照）。図７は、第１の実施例の変形例に係る
配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【００５７】
　そのため、本変形例によれば、コネクタ６１と基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接続
状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、送気チューブ６３を介して供給
される気体を送気管路２５へ流通させないようにすることができる。従って、本変形例に
よれば、体腔内外で流体を還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が
当該流体の代わりに体腔内へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【００５８】
　なお、本実施例及び本変形例によれば、例えば、連通路６３Ａの内部に弁部材６５また
は弁部材６６が設けられていない場合であっても、前述したものと略同様の作用効果を得
ることができる。
【００５９】
　また、本実施例及び本変形例に係る接続構造によれば、例えば、基端部２３Ｂの構造と
コネクタ６１の構造とを入れ替えた場合であっても、前述したものと略同様の作用効果を
得ることができる。
【００６０】
（第２の実施例）
　図８から図１６は、本発明の第２の実施例及び変形例に係るものである。
【００６１】
　なお、本実施例においては、第１の実施例と同様の構成等を有する部分に関する詳細な
説明を省略するとともに、第１の実施例と異なる構成等を有する部分である、内視鏡２と
還流用配管部材６との接続部分における接続構造に関して主に説明を行う。また、本実施
例においては、内視鏡２の基端部２３Ｂと、第１の実施例のコネクタ６１の代わりに還流
用配管部材６に設けられたコネクタ６１Ａと、の接続部分における接続構造を例に挙げて
説明する。
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【００６２】
　本実施例の内視鏡２の基端部２３Ｂには、図８に示すように、送気管路２５をコネクタ
６１Ａに接続するための中空筒状の送気用接続口２５Ｃと、吸気管路２６をコネクタ６１
Ａに接続するための中空筒状の吸気用接続口２６Ｃと、が形成されている。図８は、第２
の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【００６３】
　送気用接続口２５Ｃは、例えば、吸気用接続口２６Ｃの近傍において、基端部２３Ｂの
表面に対して垂直な方向に突出して形成されている。
【００６４】
　吸気用接続口２６Ｃは、例えば、送気用接続口２５Ｃの近傍において、基端部２３Ｂの
表面に対して垂直な方向に突出して形成されている。また、吸気用接続口２６Ｃの突出方
向側の端部には、リング部材ＬＢ（後述）を引掛けた状態で中継管８２（後述）の先端部
を固定することが可能なフランジ部ＦＬＡが形成されている。
【００６５】
　コネクタ６１Ａの内部には、図８に示すように、還流装置７から供給される気体が還流
用配管部材６を通過する際の出口側の端部において送気チューブ６３に連通するように形
成された管路である連通路６３Ｂと、還流装置７により吸引される気体が還流用配管部材
６を通過する際の入口側の端部において吸気チューブ６４に連通するように形成された管
路である連通路６４Ｂと、が設けられている。すなわち、コネクタ６１Ａの内部には、送
気管路２５と送気チューブ６３とを連通させて接続するための管路である連通路６３Ｂと
、吸気管路２６と吸気チューブ６４とを連通させて接続するための管路である連通路６４
Ｂと、が設けられている。
【００６６】
　連通路６３Ｂは、送気用接続口２５Ｃを嵌め込み可能な形状を具備して形成されている
。また、連通路６３Ｂは、例えば、図８に示すように、送気用接続口２５Ｃが嵌め込まれ
ていない場合に、還流用配管部材６の外部に連通するような構造を具備して形成されてい
る。また、連通路６３Ｂは、例えば、図９に示すように、送気用接続口２５Ｃが嵌め込ま
れている場合に、送気管路２５を送気チューブ６３に連通させるような構造を具備して形
成されている。図９は、第２の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図で
ある。
【００６７】
　連通路６４Ｂにおけるコネクタ６１の外部に隣接する部分には、開口部８１が形成され
ている。
【００６８】
　開口部８１には、連通路６４Ｂの中心軸に対して平行な方向に伸縮可能な蛇腹形状の管
体として形成された中継管８２が設けられている。また、開口部８１は、吸気用接続口２
６Ｃと、収縮された状態の中継管８２と、をそれぞれ内部に収容可能な形状を具備して形
成されている。
【００６９】
　中継管８２は、連通路６４Ｂを介して吸気チューブ６４に連通する管体として形成され
ている。また、中継管８２は、送気管路２５と送気チューブ６３との接続が解除された後
に、吸気管路２６と吸気チューブ６４との接続を維持することができるように形成されて
いる。また、中継管８２の基端部は、開口部８１の内部の所定の位置に固定されている。
また、中継管８２の先端部には、吸気用接続口２６Ｃのフランジ部ＦＬＡに引掛けること
が可能なＯリング等により形成されたリング部材ＬＢが設けられている。
【００７０】
　すなわち、中継管８２は、先端部に設けられたリング部材ＬＢが吸気用接続口２６Ｃの
フランジ部ＦＬＡに引掛けられている状態において、連通路６４Ｂの中心軸に対して平行
な方向に伸長してコネクタ６１の外部に露出するような構造を具備して形成されている。
また、中継管８２は、先端部に設けられたリング部材ＬＢが吸気用接続口２６Ｃのフラン
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ジ部ＦＬＡに引掛けられている状態において、連通路６４Ｂを吸気管路２６に連通させる
ことができるような構造を具備して形成されている。また、中継管８２は、コネクタ６１
Ａにおける連通路６４Ｂに連通する箇所に設けられているとともに、吸引管路２６と吸気
チューブ６４との間において連通路６４Ｂの中心軸に平行な方向に伸縮することができる
ように形成されている。
【００７１】
　続いて、本実施例の作用について説明する。
【００７２】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１Ａとを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６
２とを接続するための作業を行う。
【００７３】
　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図９に示すように、送気用接続口２５
Ｃが連通路６３Ｂに嵌め込まれ、吸気用接続口２６Ｃが開口部８１の内部に配置され、か
つ、中継管８２のリング部材ＬＢが吸気用接続口２６Ｃのフランジ部ＦＬＡに引掛けられ
ることにより、コネクタ６１Ａと基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続される。
【００７４】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１Ａと基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ
得る。
【００７５】
　これに対し、本実施例によれば、コネクタ６１Ａと基端部２３Ｂとの接続部分における
正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２５Ｃがコネクタ６１Ａから外れた際に
、リング部材ＬＢがフランジ部ＦＬＡに引っ掛かった状態で中継管８２が伸長することに
より、連通路６４Ｂと吸気管路２６との間の連通状態が維持されるようにしている（図１
０参照）。図１０は、第２の実施例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図であ
る。
【００７６】
　そのため、本実施例によれば、コネクタ６１Ａと基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接
続状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、コネクタ６１Ａの周辺の空気
を吸引させないようにすることができる。従って、本実施例によれば、体腔内外で流体を
還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔内
へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【００７７】
　なお、本実施例によれば、内視鏡２と還流用配管部材６との接続部分が、図８のような
接続構造とは異なる他の接続構造を具備していてもよい。具体的には、本実施例によれば
、内視鏡２と還流用配管部材６との接続部分が、例えば、図１１に示すような接続構造を
具備していてもよい。このような本実施例の第１の変形例に係る構成等について、以下に
説明する。なお、本変形例においては、送気用接続口２５Ｃの代わりに送気用接続口２５
Ｄが基端部２３Ｂに設けられ、吸気用接続口２６Ｃの代わりに吸気用接続口２６Ｄが基端
部２３Ｂに設けられ、かつ、コネクタ６１Ａの代わりにコネクタ６１Ｂが還流用配管部材
６に設けられている場合を例に挙げて説明する。図１１は、第２の実施例の第１の変形例
に係る配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【００７８】
　送気用接続口２５Ｄは、例えば、吸気用接続口２６Ｄの近傍において、基端部２３Ｂの
表面に対して垂直な方向に突出して形成されている。
【００７９】
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　吸気用接続口２６Ｄは、例えば、送気用接続口２５Ｄの近傍において、中継管８４（後
述）の先端部を収容可能な形状を具備する開口として形成されている。
【００８０】
　コネクタ６１Ｂの内部には、図１１に示すように、還流装置７から供給される気体が還
流用配管部材６を通過する際の出口側の端部において送気チューブ６３に連通するように
形成された管路である連通路６３Ｃと、還流装置７により吸引される気体が還流用配管部
材６を通過する際の入口側の端部において吸気チューブ６４に連通するように形成された
管路である連通路６４Ｃと、が設けられている。すなわち、コネクタ６１Ｂの内部には、
送気管路２５と送気チューブ６３とを連通させて接続するための管路である連通路６３Ｃ
と、吸気管路２６と吸気チューブ６４とを連通させて接続するための管路である連通路６
４Ｃと、が設けられている。
【００８１】
　連通路６３Ｃは、送気用接続口２５Ｄを嵌め込み可能な形状を具備して形成されている
。また、連通路６３Ｃは、例えば、図１１に示すように、送気用接続口２５Ｄが嵌め込ま
れていない場合に、還流用配管部材６の外部に連通するような構造を具備して形成されて
いる。また、連通路６３Ｃは、例えば、図１２に示すように、送気用接続口２５Ｄが嵌め
込まれている場合に、送気管路２５を送気チューブ６３に連通させるような構造を具備し
て形成されている。図１２は、第２の実施例の第１の変形例に係る配管接続構造の具体例
を説明するための図である。
【００８２】
　コネクタ６１Ｂの内部における連通路６４Ｃに隣接する部分には、中継管８４の先端部
以外の部分と、コイルばね８５と、がそれぞれ収容されるように形成された空洞部８３が
設けられている。
【００８３】
　空洞部８３は、例えば、図１１に示すように、コネクタ６１Ｂの内部において互いに対
向する位置に設けられた面ＳＡと面ＳＢとの間に挟まれた空間として形成されている。
【００８４】
　中継管８４は、連通路６４Ｃの中心軸に対して平行な方向に変位可能な管体として形成
されている。また、中継管８４は、空洞部８３を介して連通路６４Ｃに連通するように形
成されている。また、中継管８４は、送気管路２５と送気チューブ６３との接続が解除さ
れた後に、吸気管路２６と吸気チューブ６４との接続を維持することができるように形成
されている。
【００８５】
　中継管８４の基端部には、コネクタ６１Ｂの外部へ露出される中継管８４の長さに相当
する露出長を規定するためのフランジ部ＦＬＢが形成されている。また、中継管８４の先
端部には、リング部材ＬＣを取り付け可能な形状を具備する溝部ＣＳが形成されている。
また、中継管８４の先端部の先端面ＳＣは、磁性材料により形成されている。
【００８６】
　すなわち、中継管８４は、溝部ＣＳに取り付けられたリング部材ＬＣが吸気用接続口２
６Ｄの内周面に接触している状態において、連通路６４Ｃを吸気管路２６に連通させるこ
とができるような構造を具備して形成されている。また、中継管８４は、コネクタ６１Ｂ
における連通路６４Ｃに連通する箇所に設けられているとともに、吸引管路２６と吸気チ
ューブ６４との間において連通路６４Ｃの中心軸に平行な方向に変位することができるよ
うに形成されている。
【００８７】
　コイルばね８５は、フランジ部ＦＬＢと面ＳＢとの間を接続するように形成されている
。また、コイルばね８５は、例えば、連通路６４Ｃの中心軸に対して平行な方向の外力の
印加に応じて伸長及び収縮するとともに、中継管８４を連通路６４Ｃに対して突出させる
方向へ付勢する付勢力を発生するように形成されている。また、コイルばね８５は、連通
路６４Ｃの中心軸に対して平行な方向の外力が印加されていない状態において、中継管８



(15) JP 6694323 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

４のフランジ部ＦＬＢを空洞部８３の内部の所定の位置に配置させるように形成されてい
る。
【００８８】
　すなわち、本変形例の構成によれば、例えば、コネクタ６１Ｂに外力が加えられていな
い場合には、フランジ部ＦＬＢが空洞部８３の内部の所定の位置に配置されるとともに、
中継管８４の溝部ＣＳを含む先端部がコネクタ６１Ｂの外部に露出される。また、以上に
述べたような構成によれば、例えば、中継管８４の溝部ＣＳに取り付けられたリング部材
ＬＣが吸気用接続口２６Ｄの内周面に接触している状態において、基端部２３Ｂから離れ
る方向の外力がコネクタ６１Ｂに加えられることにより、フランジ部ＦＬＢと面ＳＡとが
当接した場合には、コネクタ６１Ｂの外部への中継管８４の露出長が最長となる（図１３
参照）。図１３は、第２の実施例の第１の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明する
ための図である。
【００８９】
　続いて、本変形例の作用について説明する。
【００９０】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１Ｂとを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６
２とを接続するための作業を行う。
【００９１】
　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図１２に示すように、送気用接続口２
５Ｄが連通路６３Ｃに嵌め込まれ、かつ、中継管８４の先端部に取り付けられたリング部
材ＬＣが吸気用接続口２６Ｄの内周面に接触するように、中継管８４が吸気用接続口２６
Ｄの内部に配置されることにより、コネクタ６１Ｂと基端部２３Ｂとが正常な接続状態で
接続される。また、コネクタ６１Ｂと基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続されている
場合には、コネクタ６１Ｂの外部への中継管８４の露出長が最短になる。
【００９２】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１Ｂと基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ
得る。
【００９３】
　これに対し、本変形例によれば、コネクタ６１Ｂと基端部２３Ｂとの接続部分における
正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２５Ｄがコネクタ６１Ｂから外れた際に
、中継管８４の先端部に取付けられたリング部材ＬＣが吸気用接続口２６Ｄの内周面に接
触し続けることにより、連通路６４Ｂと吸気管路２６との間の連通状態が維持されるよう
にしている（図１３参照）。
【００９４】
　そのため、本変形例によれば、コネクタ６１Ｂと基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接
続状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、コネクタ６１Ｂの周辺の空気
を吸引させないようにすることができる。従って、本変形例によれば、体腔内外で流体を
還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔内
へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【００９５】
　一方、本実施例によれば、内視鏡２と還流用配管部材６との接続部分が、例えば、図１
４に示すような接続構造を具備していてもよい。このような本実施例の第２の変形例に係
る構成等について、以下に説明する。なお、本変形例においては、送気用接続口２５Ｃの
代わりに送気用接続口２５Ｄが基端部２３Ｂに設けられ、吸気用接続口２６Ｃの代わりに
吸気用接続口２６Ｅが基端部２３Ｂに設けられ、かつ、コネクタ６１Ａの代わりにコネク
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タ６１Ｃが還流用配管部材６に設けられている場合を例に挙げて説明する。図１４は、第
２の実施例の第２の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【００９６】
　吸気用接続口２６Ｅは、例えば、送気用接続口２５Ｄの近傍において、中継管８４の先
端部を収容可能な形状を具備する開口として形成されている。また、吸気用接続口２６Ｅ
の内部には、中継管８４の先端部の先端面ＳＣを吸着させることが可能なリング状の磁石
ＭＧが設けられている。
【００９７】
　コネクタ６１Ｃは、図１４に示すように、前述のコネクタ６１Ｂからコイルばね８５を
取り除いたものと略同様の構造を具備して形成されている。すなわち、コネクタ６１Ｃの
中継管８４の先端部には、リング部材ＬＣを取り付け可能な形状を具備する溝部ＣＳが設
けられている。また、コネクタ６１Ｃのリング部材ＬＣは、吸気用接続口２６Ｅの内周面
と接触することができる。
【００９８】
　そのため、本変形例の構成によれば、フランジ部ＦＬＢと面ＳＢとが当接した場合に、
中継管８４の溝部ＣＳを含む先端部のみがコネクタ６１Ｃの外部に露出されるため、コネ
クタ６１Ｃの外部への中継管８４の露出長が最短になる（図１４及び図１５参照）。また
、以上に述べたような構成によれば、フランジ部ＦＬＢと面ＳＡとが当接した場合に、コ
ネクタ６１Ｃの外部への中継管８４の露出長が最長となる（図１６参照）。図１５及び図
１６は、第２の実施例の第２の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図で
ある。
【００９９】
　続いて、本変形例の作用について説明する。
【０１００】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１Ｃとを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６
２とを接続するための作業を行う。
【０１０１】
　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図１５に示すように、送気用接続口２
５Ｄが連通路６３Ｃに嵌め込まれ、中継管８４の先端部に取り付けられたリング部材ＬＣ
が吸気用接続口２６Ｅの内周面に接触するように、中継管８４が吸気用接続口２６Ｅの内
部に配置され、かつ、中継管８４の先端部の先端面ＳＣが吸気用接続口２６Ｅの磁石ＭＧ
に吸着されることにより、コネクタ６１Ｃと基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続され
る。
【０１０２】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１Ｃと基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ
得る。
【０１０３】
　これに対し、本変形例によれば、コネクタ６１Ｃと基端部２３Ｂとの接続部分における
正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２５Ｄがコネクタ６１Ｃから外れた際に
、溝部ＣＳに取り付けられたリング部材ＬＣが吸気用接続口２６Ｅの内周面に接触し続け
るとともに、先端面ＳＣが磁石ＭＧに吸着され続けることにより、連通路６４Ｂと吸気管
路２６との間の連通状態が維持されるようにしている（図１６参照）。
【０１０４】
　そのため、本変形例によれば、コネクタ６１Ｃと基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接
続状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、コネクタ６１Ｃの周辺の空気
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を吸引させないようにすることができる。従って、本変形例によれば、体腔内外で流体を
還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔内
へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【０１０５】
　なお、本実施例及び本変形例に係る接続構造によれば、例えば、基端部２３Ｂの構造と
コネクタ６１Ａ～６１Ｃのいずれかの構造とを入れ替えた場合であっても、前述したもの
と略同様の作用効果を得ることができる。
【０１０６】
（第３の実施例）
　図１７から図２２は、本発明の第３の実施例及び変形例に係るものである。
【０１０７】
　なお、本実施例においては、第１及び第２の実施例のうちの少なくともいずれか一方と
同様の構成等を有する部分に関する詳細な説明を省略するとともに、第１及び第２の実施
例のいずれともと異なる構成等を有する部分である、内視鏡２と還流用配管部材６との接
続部分における接続構造に関して主に説明を行う。また、本実施例においては、内視鏡２
の基端部２３Ｂと、第１の実施例のコネクタ６１の代わりに還流用配管部材６に設けられ
たコネクタ６１Ｄと、の接続部分における接続構造を例に挙げて説明する。
【０１０８】
　本実施例の内視鏡２の基端部２３Ｂには、図１７に示すように、第１の実施例と同様の
送気用接続口２５Ａ及び２６Ａが形成されている。図１７は、第３の実施例に係る配管接
続構造の具体例を説明するための図である。
【０１０９】
　コネクタ６１Ｄの内部には、図１７に示すように、第１の実施例と同様の連通路６３Ａ
及び６４Ａが設けられている。
【０１１０】
　連通路６３Ａの内部におけるコネクタ６１の外部に隣接する箇所には、図１７に示すよ
うに、第１の実施例と同様の弁部材６５が設けられている。
【０１１１】
　一方、本実施例のコネクタ６１Ｄには、連通路６３Ａが弁部材６５により閉塞されてい
る場合に、送気管路２５と送気チューブ６３との接続が解除されていることを報知するこ
とができるように形成された報知部が設けられている。
【０１１２】
　コネクタ６１Ｄの内部には、弁部材６５の配設箇所よりも送気チューブ６３側に位置す
る箇所である、連通路６３Ａの途中の所定の箇所から分岐してコネクタ６１Ｄの外部へ連
通する管路である分岐路９１が設けられている。
【０１１３】
　分岐路９１の内部には、図１７及び図１８に示すように、連通路６３Ａを介して分岐路
９１へ流入する気体の量に応じて振動することにより可聴音を発することができるように
形成された振動体９２が設けられている。図１８は、図１７のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線
断面図である。
【０１１４】
　すなわち、本実施例のコネクタ６１Ｄの報知部は、分岐路９１及び振動体９２を有して
構成されている。
【０１１５】
　続いて、本実施例の作用について説明する。
【０１１６】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１Ｄとを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６
２とを接続するための作業を行う。
【０１１７】
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　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図１９に示すように、送気用接続口２
５Ａが弁部材６５に嵌め込まれ、かつ、吸気用接続口２６Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれ
ることにより、コネクタ６１Ｄと基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続される。また、
このような正常な接続状態においては、連通路６３Ａから送気用接続口２５Ａへ気体が流
入する一方で、連通路６３Ａから分岐路９１へは気体が略流入しないため、振動体９２の
振動による可聴音が発生しない。図１９は、第３の実施例に係る配管接続構造の具体例を
説明するための図である。
【０１１８】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１Ｄと基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ
得る。
【０１１９】
　これに対し、本実施例によれば、コネクタ６１Ｄと基端部２３Ｂとの接続部分における
正常でない接続状態の発生を鑑み、突出長Ｌ１が突出長Ｌ２よりも小さくなるように送気
用接続口２５Ａ及び２６Ａを形成することにより、弁部材６５に嵌め込まれた送気用接続
口２５Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれた吸気用接続口２６Ａよりも常に先にコネクタ６１
Ｄから外れるようにしている（図２０参照）。また、本実施例によれば、コネクタ６１Ｄ
と基端部２３Ｂとの接続部分における正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２
５Ａがコネクタ６１Ｄから外れた際に、分岐路９１に流入した気体に応じて振動体９２が
振動することにより可聴音が発せられるようにしている。図２０は、第３の実施例に係る
配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【０１２０】
　そのため、本実施例によれば、コネクタ６１Ｄと基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接
続状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、送気チューブ６３を介して供
給される気体を送気管路２５へ流通させないようにしつつ、当該正常でない接続状態の発
生をユーザに対して報知することができる。従って、本実施例によれば、体腔内外で流体
を還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔
内へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【０１２１】
　なお、本実施例においては、振動体９２の代わりに、例えば、図２１に示すような蓋部
材９３を設けてコネクタ６１Ｄの報知部を構成してもよい。このような本実施例の変形例
に係る構成等について、以下に説明する。図２１は、第３の実施例の変形例に係る配管接
続構造の具体例を説明するための図である。
【０１２２】
　蓋部材９３は、例えば、コネクタ６１Ｄの表面上に設けられた軸部材ＡＸを支点として
回動することにより、分岐路９１を開放するまたは閉塞することが可能な蓋体ＬＮを具備
して形成されている。
【０１２３】
　蓋体ＬＮは、分岐路９１の内部からコネクタ６１Ｄの外部側の方向に開く一方で、コネ
クタ６１Ｄの外部から分岐路９１の内部側の方向には開かないように形成されている。ま
た、蓋体ＬＮは、軸部材ＡＸに沿って巻回されているばね（不図示）等の弾性機構により
、軸部材ＡＸを支点としてコネクタ６１Ｄの表面側へ回動するように付勢されている。ま
た、蓋体ＬＮの内部には、分岐路９１が開放されているか否かを検知するとともに、分岐
路９１が開放されている場合に可聴音を発するセンサＳＥが設けられている。なお、セン
サＳＥは、例えば、蓋体ＬＮがコネクタ６１Ｄの表面上に接触しているか否かを検知可能
な接触センサを具備して構成されていればよい。
【０１２４】
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　すなわち、蓋部材９３は、連通路６３Ａを介して分岐路９１へ流入する気体の量に応じ
て回動する蓋体ＬＮにより分岐路９１を開放または閉塞するように形成されているととも
に、分岐路９１が開放されている場合にセンサＳＥから可聴音を発するように形成されて
いる。そのため、例えば、連通路６３Ａから分岐路９１へ流入する気体の量が少ない場合
には、蓋体ＬＮに加えられている付勢力に抗して蓋体ＬＮを回動させるための圧力が生じ
ないため、分岐路９１がコネクタ６１Ｄの外部に連通せず、蓋部材９３のセンサＳＥから
可聴音が発せられない。一方、例えば、連通路６３Ａから分岐路９１へ流入する気体の量
が多い場合には、蓋体ＬＮに加えられている付勢力に抗して蓋体ＬＮを回動させるための
圧力が生じるため、分岐路９１がコネクタ６１Ｄの外部に連通し、蓋部材９３のセンサＳ
Ｅから可聴音が発せられる。
【０１２５】
　続いて、本変形例の作用について説明する。
【０１２６】
　ユーザは、例えば、医療用システム１０１を使用する前の準備期間において、基端部２
３Ｂとコネクタ６１Ｄとを接続するための作業を行うとともに、還流装置７とコネクタ６
２とを接続するための作業を行う。
【０１２７】
　そして、前述のようなユーザの作業に伴い、内視鏡２の挿入部２１が挿入される被検者
の体腔内と、当該被験者の体腔外と、の間で気体を還流させるための流路が形成される。
また、前述のようなユーザの作業に伴い、例えば、図２２に示すように、送気用接続口２
５Ａが弁部材６５に嵌め込まれ、かつ、吸気用接続口２６Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれ
ることにより、コネクタ６１Ｄと基端部２３Ｂとが正常な接続状態で接続される。また、
このような正常な接続状態においては、連通路６３Ａから送気用接続口２５Ａへ気体が流
入する一方で、連通路６３Ａから分岐路９１へは気体が略流入しないため、分岐路９１が
蓋部材９３により閉塞される。図２２は、第３の実施例の変形例に係る配管接続構造の具
体例を説明するための図である。
【０１２８】
　ここで、例えば、被験者の体腔内に存在する患部の処置が行われている最中において、
当該被験者の体腔外の還流用配管部材６に対して余分な力が加えられた場合に、コネクタ
６１Ｄと基端部２３Ｂとが正常でない接続状態で接続され続けてしまうような状況が生じ
得る。
【０１２９】
　これに対し、本変形例によれば、コネクタ６１Ｄと基端部２３Ｂとの接続部分における
正常でない接続状態の発生を鑑み、突出長Ｌ１が突出長Ｌ２よりも小さくなるように送気
用接続口２５Ａ及び２６Ａを形成することにより、弁部材６５に嵌め込まれた送気用接続
口２５Ａが連通路６４Ａに嵌め込まれた吸気用接続口２６Ａよりも常に先にコネクタ６１
Ｄから外れるようにしている（図２３参照）。また、本変形例によれば、コネクタ６１Ｄ
と基端部２３Ｂとの接続部分における正常でない接続状態の発生を鑑み、送気用接続口２
５Ａがコネクタ６１Ｄから外れ、かつ、分岐路９１がコネクタ６１Ｄの外部に連通した際
に、蓋部材９３のセンサＳＥから可聴音が発せられるようにしている（図２３参照）。図
２３は、第３の実施例の変形例に係る配管接続構造の具体例を説明するための図である。
【０１３０】
　そのため、本変形例によれば、コネクタ６１Ｄと基端部２３Ｂとの接続状態が正常な接
続状態から正常でない接続状態へ変化した場合であっても、送気チューブ６３を介して供
給される気体を送気管路２５へ流通させないようにしつつ、当該正常でない接続状態の発
生をユーザに対して報知することができる。従って、本実施例によれば、体腔内外で流体
を還流させつつ体腔内の患部の処置を行う際に、体腔外の空気が当該流体の代わりに体腔
内へ供給され続けてしまうことを防止することができる。
【０１３１】
　なお、本実施例及び本変形例に係る接続構造によれば、例えば、基端部２３Ｂの構造と
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を得ることができる。
【０１３２】
　一方、以上の各実施例及び各変形例において説明した接続構造は、内視鏡２と還流用配
管部材６との接続部分に対して適用されるものに限らず、還流用配管部材６と還流装置７
との接続部分に適用されてもよい。
【０１３３】
　また、以上の各実施例及び各変形例は、還流装置７等の構成を必要に応じて変形するこ
とにより、被検者の体腔内外で生理食塩水等の液体を還流させる場合に対しても略同様に
適用される。すなわち、以上の各実施例及び各変形例は、被検者の体腔内外で気体または
液体である流体を還流させる場合に適用可能である。
【０１３４】
　本発明は、上述した各実施例及び各変形例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸
脱しない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【０１３５】
２　内視鏡
６　還流用配管部材
７　還流装置
２１　挿入部
２２　操作部
２３Ｂ　基端部
２５　送気管路
２５Ａ，２５Ｃ，２５Ｄ　送気用接続口
２５Ｂ　送気口
２６　吸気管路
２６Ａ，２６Ｃ，２６Ｄ，２６Ｅ　吸気用接続口
２６Ｂ　吸気口
６１，６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ，６１Ｄ，６２　コネクタ
６３　送気チューブ
６３Ａ，６３Ｂ，６３Ｃ　連通路
６４　吸気チューブ
６４Ａ，６４Ｂ，６４Ｃ　連通路
６５，６６　弁部材
８２，８４　中継管
９１　分岐路
９２　振動体
９３　蓋部材
１０１　医療用システム
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３６】
【特許文献１】日本国特開平０５－２８５０９４号公報
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要解决的问题：提供一种管道连接结构，当在体腔内外循环流体时对体
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第二流动通道的另一部分。 第一管道和第一管道材料之间的连接总是在
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